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  制定：H06.02.02 

改正：H20.05.23 

改正：H21.05.22 

改正：H23.05.23 

改正：H25.05.24 

改正：H27.05.22 

神奈川県医療機器工業会会則 

（名 称） 

第１条 本会は、神奈川県医療機器工業会という。 

（目 的） 

第２条 本会は、医療機器産業の健全な発展に努め、薬事行政と会員ならびに会員相互の協力と融和を図る

ことによって、医療・健康増進・福祉の向上に貢献することを目的とする。 

（会 員） 

第３条 本会の会員は、神奈川県内において、医療機器の製造販売業、製造業、販売業及び修理業を営む者

等とする。 

（事務局） 

第４条 本会の事務局は、横浜市内に置く。 

（事 業） 

第５条 本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 会員を代表し、建議・発言及び行政庁・諸団体との連絡協調 

（２） 医療機器に関する普及啓発 

（３） 会員相互の協調による業界の維持・発展 

（４） 関係法令の徹底 

（５） その他本会の目的を達成するのに必要な事業 

（役 員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会長    １名 

（２） 副会長   若干名 

（３） 理事    若干名 

（４） 監事    ２名以内 

２ 役員は、総会において選任する。 

３ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 任期半ばに役員が退任した場合の欠員補充は、次の手続きを以って補充を行うものとする。 

（１） 当該役員はその後任者を当該役員が所属する事業所内より推薦し、当会の定める変更届書もしく

はそれに準ずる書面によって会長宛に届け出るものとし、会長の承認を以って選任するものとす

る。 

（２） 当該役員の後任者が当該役員が所属する事業所内において推薦不可の場合は、総務委員会におい

て補充の要否を検討し、補充が必要な場合は候補者を推薦し、理事会の承認を以って選任するも

のとする。理事会は、推薦状の持ち回りを以って代行することを可とする。 

５ 欠員補充として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする 

（役員の職務） 

第７条 会長は、本会を代表し会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 

４ 監事は、会計及び会務を監査する。 

（顧 問） 

第８条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。 
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（会 議） 

第９条 会議は、総会及び理事会とする。 

２ 総会は、定時または臨時に会長が招集する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたときまたは理事会の決議により開催する。 

４ 定時総会は、毎年１回開催する。 

５ 総会は、会員の過半数（委任状を含む）出席することにより成立し、出席会員の過半数の同意を得て決議

する。 

６ 理事会は、必要により会長が招集する。 

７ 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。 

（総会付議事項） 

第１０条 総会において決議する事項は、次のとおりとする。 

（１） 会則の制定・変更に関する事項 

（２） 役員の選任に関する事項 

（３） 毎年度の事業計画及び会計報告に関する事項 

（４） 本会の予算、決算及び会費の負担方法に関する事項 

（５） その他理事会で必要と認めた事項 

 

（記録等） 

第１１条 総会及び理事会の記録は総務委員会が記録するものとし、第１２条に定める専門委員会が主幹す

る事業及び会議の記録は、各専門委員会にて記録するものとする。 

２ 上記の事業の記録、会議の記録、会計簿及び会員名簿、役員名簿等は事務局に保管する。 

（専門委員会） 

第１２条 本会は、理事会の決議により専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員は、会長が委嘱する。 

（会 計） 

第１３条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

２ 本会の経費は、次のもので支出する。 

（１） 会費（ただし、会員が退会したときは既納会費は返還しない。） 

（２） その他の収入 

（その他） 

第１４条 本会則に基づく要綱は別途定める。 

第１５条 本会則に定めのない事項は、理事会の決議を得て執行する。 

 

附 則 

１．この会則は、平成６年２月２日から施行する。 

２．この会則の改正は、平成１５年５月１６日から施行する。 

３．この会則の改正は、平成１６年５月１４日から施行する。 

４．この会則の改正は、平成１８年５月２６日から施行する。 

５．この会則の改正は、平成２１年５月２２日から施行する。 

６．この会則の改正は、平成２３年５月２３日から施行する。 

７．この会則の改正は、平成２５年５月２４日から施行する。 

８．この会則の改正は、平成２７年５月２２日から施行する。 
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神奈川県医療機器工業会運営要綱 

 

神奈川県医療機器工業会会則に基づき、会の円滑な運営を図るため、次のとおり定める。 

 

（要領の種類） 

第１条 次のとおり要領を定める。 

（１） 第１号要領 事務局設置要領 

（２） 第２号要領 会費の徴収及び事業費の支出等に関する要領 

（３） 第３号要領 専門委員会設置要領 

（４） 第４号要領 入会、退会及び変更の取扱いに関する要領 

（５） 第５号要領 表彰に関する要領 

 

（要領の制定等） 

第２条 前条の要領を改廃する場合若しくは新たに要領を定める場合は、理事会の決議を得なければなら

ない。 

２ 会長は、前項の規定にかかわらず、緊急を要すると認められる場合には、専門委員会の意見を聴いて、 

暫定的な運用を図ることができる。ただし、事後の理事会において、承諾を得なければならない。 

３ 専門委員会は、会長に対し、前項の運用に関し、意見を述べることができる。 

 

附 則 

１．この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

２．この要綱の改正は、平成６年５月１９日から施行する。 

３．この要綱の改正は、平成１３年５月１７日から施行する。 

４．この要綱の改正は、平成１５年５月１６日から施行する。 

但し、第２号要領第２条第３項については、平成１６年４月１日から施行する。 

５．この要綱第２号要領第２条第３項については、平成１８年４月１日から施行する。 

６．この要綱第２号要領第２条第３項については、その施行を無期凍結する。 

７．この要綱第２号要領第２条第３項については、附則第６項記載の凍結を平成２０年４月１日より解 

除する。 

８．この要綱の改正は、平成２１年５月２２日から施行する。 

９．この要綱の改正は、平成２３年５月２３日から施行する。 

１０．この要綱の改正は、平成２５年５月２４日から施行する。 

１１．この要綱の改正は、平成２７年５月２２日から施行する。 
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第１号要領 事務局設置要領 

 

（設 置） 

第１条 会則第４条の規定に基づく事務局を次の場所に設置する。 

横浜市磯子区西町１４－１１  

神奈川県総合薬事保健センター内 

 

（事務局員等） 

第２条 事務局は、職員若干名をもって組織する。 

２ 事務局は、概ね次の業務を行う。 

（１） 会則第９条に規定する会議の開催に関する関係者への通知 

（２） 会則第１１条に規定する記録等の保管 

（３） 会費の徴収及び出納に関する事項 

（４） その他、会の運営に関する事務的な事項 

 

（運営費の保管） 

第３条 事務局は、事務局の運営のために、１００，０００円を限度に保管することができる。 
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第２号要領 会費の徴収及び事業費の支出等に関する要領 

 

（口座の開設） 

第１条 本会の銀行口座を次の銀行へ開設する。 

株式会社 神奈川銀行根岸支店 

横浜市磯子区西町４番１９号 

２ 口座名義人は、会計担当理事（理事の中から理事会で選任された者をいう。以下同じ。）とする。 

３ 銀行届出印は、神奈川県医療機器工業会会計印とし、会計担当理事が保管する。 

 

(会費の徴収) 

第２条 会員は、当該年度の会費を第３項の算定基準により４月１日から６月末日までに、一括して前条第

１項の口座に納入しなければならない。 

 

 

２ 年度の途中で入会した会員は、当該年度の会費を月割りして、入会した月から年度末までの相当額（千 

円未満切り上げ）を入会の認められた日から１月以内に納入しなければならない。 

 

３ 年会費の算定基準は、次のとおりとする。 

 

 平成26年5月23日の第21回定時総会にて平成27年度より下記の会費とすることが承認された。 

 

区分 年間（生産・販売・輸入・修理)金額 年会費 

Ａ １億円以上 ２１万円 

Ｂ ５千万円以上 １５万円 

Ｃ １千万円以上  ８万円 

Ｄ １千万円未満  ５万円 

 

 

（事業費の支出等） 

第３条 事業費の支出は、その都度、会計担当理事の指示を受けて事務局が行う。 

 

（会計簿の記帳等） 

第４条 事務局は、前２条の出納に関し、会計簿を備え記帳しなければならない。 
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第３号要領 専門委員会設置要領 

 

（種 類） 

第１条 次の専門委員会を設置する。 

（１） 総務委員会 

（２） ＱＭＳ推進委員会 

（３） 広報委員会 

 

（業 務） 

第２条 各専門委員会の業務は、概ね次のとおりとする。ただし、会長から指示のあった場合は、この限り

ではない。 

（１） 総務委員会は、総会並びに表彰等の実施に関する事項及び会の運営等に関する事項を行う。 

（２） ＱＭＳ推進委員会は、講習会、研修会を開催する他、ＱＭＳを推進するうえで必要な事項を行う。 

（３） 広報委員会は、ニュースレターの発行、会報誌の発行及び施設見学会を実施する他、必要な情報

を入手し会員へ周知を図る。 

 

（組織等） 

第３条 各委員会は、委員長及び委員１０名以内で構成する。 

２ 委員長は、原則として 副会長が就任するものとする。 

３ 委員長及び委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 欠員補充として選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員会の開催） 

第４条 委員会は、その委員長が必要と認めたときに随時開催する。 
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第４号要領 入会、退会及び変更の取扱いに関する要領 

 

（入 会） 

第１条 次の各号のいずれかの条件を満たす者が、入会申込書（様式１）を会長に提出することによって、

入会することができる。 

（１） 医療機器の製造販売業、製造業、販売業及び修理業を営む者であって、本会の活動目的に賛同す

る者。 

（２） その他、理事会で認めた者。 

 

（退 会） 

第２条 会員は、退会届書（様式２）を会長に提出することによって、退会することができる。 

２ 会員は、前条各号の条件を満たさなくなった場合は、すみやかに退会届書を会長に提出しなければならな

い。ただし、会員から別段の申出があり、かつ県内において医療機器に係る業を営む場合にあっては、こ

の限りではない。 

３ 会長は、前年度の会費未納の会員に対し、退会届書の提出を受けることなく、退会したものとみなすこと

ができる。 

 

（変 更） 

第３条 会員は変更届書（様式３）を会長に提出することによって、入会申込書もしくは最新の変更届書に

記載された事項を変更することができる。 

２ 変更箇所が当工業会役員に相当する場合は、会則第6条の４項に基づいて手続きを行うものとする。 
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（様式１） 

 

入 会 申 込 書 

 

平成  年  月  日 

 

神奈川県医療機器工業会会長 殿 

 

貴工業会の活動に賛同し、次のとおり入会を申し込みます。 

 

事 業 所 名 称   

事業所所在地  

〒  

住所  

電話  

FAX  

業 態 □製造販売業  □製造業  □販売業  □修理業 

代表者 

役 職 名  

ふ り が な  

氏 名  印 

担当者 

部 署  

役 職 名  

氏 名  

連

絡

先 

〒 住所  

TEL  

FAX  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

年間（生産・販売・輸入・修理）金額  

 

＊年間（生産・販売・輸入・修理）金額は、前決算期の金額をいう。 
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（様式２） 

 

退 会 届 書 

 

平成  年  月  日 

 

神奈川県医療機器工業会 会長 殿 

 

次の理由により、貴工業会を退会いたします。 

 

事 業 所 名 称  

事業所所在地 

 〒 

住 所 

 

 

電 話  

代 表 者 

役 職 名  

氏 名  印 

担 当 者 

部 署  

役 職 名  

氏 名  

連

絡

先

TEL  

FAX  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

退会の理由   
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（様式３） 

 

変 更 届 書 

平成  年  月  日 

神奈川県医療機器工業会 会長 殿 

 

次のとおり変更の届出をします。 

 

 変更年月日：  平成  年  月  日 備 考 

事 業 所 名 称   

事業所所在地 
〒 

 
 

電 話 番 号    

F A X 番 号   

業 態 
□製造販売業  □製造業  □販売業  □ 修理業  

□ その他（              ） 
 

代

表

者 

ふ り が な   

氏 名  印  

役 職 名   

連

絡

担

当

者 

氏 名   

部 署   

役 職 名   

連

絡

先 

〒  

住所 
  

TEL   

FAX   

E-mail   

前決算期の年間（生産・

販売・輸入・修理） 

金額 

 百万円  

＊変更後の内容で全項目に記入し、変更項目の備考欄に「変更」と記入して下さい。 

連

絡

事

項

等 
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第５号要領 表彰に関する要領 

 

（被表彰者の資格条件） 

第１条 被表彰者は次の各号のいずれかに該当する者とする。 

    

（１） 本会または会員企業の繁栄に顕著な功績のあった者。 

（２） 保健衛生に関する研究に顕著な功績をあげた者。 

（３） 現に勤務する会員企業に原則として勤続１０年以上の者で、旺盛な責任観念に徹し、勤務上の業

績が特に顕著であった者。 

（４） 所属企業等の災害を未然に防止し、または非常の際功労があった者。 

（５） その他保健衛生の向上に著しい業績があり、その功績が広く一般に高く評価されている者。 

 

（表彰の審査） 

第２条 表彰すべき事案の審査および被表彰者の選考は、総務委員会で行う。 

 

（被表彰者の決定） 

第３条 表彰は、総務委員会の選考結果に基づき、理事会で決定する。 

 

（表彰の方法） 

第４条 表彰は、会長が表彰状を授与して行い、表彰にあたって記念品を添付することができる。特に顕著

な功労にたいする表彰は、神奈川県知事表彰を申請することができる。 

 

（表彰の推薦） 

第５条 会員は、自己の所属者について第１条で定める被表彰者の資格条件のいずれかに該当し、表彰する

ことが適当と認める者があるときは、会長に推薦するものとする。 

２ 理事は、第１条で定める被表彰者の資格条件のいずれかに該当し、表彰することが適当と認める者がある

ときは、会長に推薦するものとする。 

３ 前２項の推薦する場合は、第１号様式による推薦書のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければなら

ない。ただし、特別に表彰する必要のある場合はこの限りではない。 

（１） 第２号様式 功績調書（その事実について功績を証明する書類又は物件等がある場合は、添付す

ること。） 

（２） 第３号様式 履歴書 

４ 選考審査に客観性を持たせるため、第３項に基づき提出を受けた書類の他に推薦根拠となる資料の追加

提出を要求することができる。 

 

（表彰の時期） 

第６条 表彰の時期は、毎年会長の指定する時期または特別記念行事において行う。 

 

（他の機関等への推薦） 

第７条 国または県その他公共機関から表彰者の推薦依頼をうけたときは、この規定を準用して適当な候補

者を推薦することができる。  
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第１号様式 

 

 

 

推 薦 書 

 

 

平成  年  月  日 

 

神奈川県医療機器工業会会長 殿 

 

 

 

事業所所在地  横浜市磯子区西町１４－１１    

事業所名称   医療機器製造株式会社 神奈川工場 

代表者氏名   医療 一郎        ○印 

 

 

 

 

表彰等に関する要領第５条の規定に基づき、次の者を推薦いたします。 

 

 

（氏 名） 用具
ようぐ

 次郎
じろう
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第２号様式 

 

功 績 調 書 

 

表彰の区分   
 

推薦者名                 

氏 名

ふ り が な

 
 性 別 男  女 

生 年 月 日 
S 

H      年   月   日 
年 齢 歳 

住 所 
〒 

 

職 種  
資格免許 

取得年月 
 

勤 務 先 
 

職 名  

従 事 年 数 県内  年  月 県外  年  月 計 年  月 

主 要 経 歴  

性 行 徳 望  

推 薦 理 由  

賞

罰

区分 年 月 日 名 称 主 体 理 由 

賞     

罰     

参 考 事 項 

 

 

 

 

注１ 資格免許取得年月は、免許職種の場合に記入のこと。 

２ 推薦理由は、箇条書きにすること。 

３ 参考事項欄には、活動状況、活動対象の概要等を記入のこと。 
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第３号様式 

 

 

履 歴 書 

 

氏  名
ふ り が な

  生年月日 
S 

H  年  月  日   歳 

住 所 
〒 

   Ｔel：        (         ) 

 

学 歴 

（ 最 終 学 歴 ） 

 

 

 

職 歴 

 

 

 

 

 

 

 

資 格 免 許  

 

 

 

 

 

 

賞 罰 

 

 

 

注 職歴の年月日は、 「自 年 月 日 のように記入のこと。 
至 年 月 日」 
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第２号様式 

［記入例］ 

 

功 績 調 書 

表彰の区分  優良従業員 
医療機器製造株式会社 神奈川工場 

推薦者名 医療 一郎           

氏 名

ふ り が な

 用具
よ う ぐ

 次郎
じ ろ う

 性 別 ○男  女 

生 年 月 日 
○S  

H  ４０年１月１日 

年 齢 ５０歳 

住 所 
〒231-0123 

横浜市中区日本大通１ 

職 種 会社員 

資格免許 

取得年月 

（注１） 

なし 

勤 務 先 
横浜市磯子区西町１４－１１ 

医療機器製造株式会社 神奈川工場 
職 名 製造課長 

従 事 年 数 県内 １９年９月 県外 ９年０月 計 ２８年９月 

主 要 経 歴 

昭和６２年 医療機器製造株式会社 東京工場に入社 

平成１０年  〃         神奈川工場に転勤 

                 現在に至る 

性 行 徳 望 
温厚誠実にして責任感旺盛、かつ協調性あり。仕事に対する姿勢は極めてまじめであり、

積極性に富んでいる。 

推 薦 理 由 

（注２） 

１ 当社に入社以来２８年間一貫して製造部門を担当し、製造工程の向上、改善に多

大な業績を認める。 

２ 勤務成績は優良で、製造課長として他の従業員の模範である。 

賞

罰

区分 年 月 日 名 称 主 体 理 由 

賞 なし    

罰 なし    

参 考 事 項 

（注３） 

 

 

注１ 資格免許取得年月は、免許職種の場合に記入のこと。 

２ 推薦理由は、箇条書きにすること。 

３ 参考事項欄には、活動状況、活動対象の概要等を記入のこと。 

 

＊年齢および従事年数は、記入年の12月31日現在で記入のこと。 
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第３号様式 

 [記入例] 

履 歴 書 

 

氏  名
ふ り が な

 用具
ようぐ

 次郎
じろう

 生 年 月 日 
○S  

H ４０年１月１日  ５０歳 

住 所 
〒231-0123 

横浜市中区日本大通１       Tel  045-123-456 

 

学 歴 

（ 最 終 学 歴 ） 

 

昭和６２年３月  ○○大学工学部電気科卒業 

 

 

職 歴 

自 昭和６２年４月１日  
医療機器製造株式会社東京工場に勤務

 

至 平成１０年３月３１日  

自 平成１０年４月１日  
医療機器製造株式会社神奈川工場へ転勤 

至 平成１３年３月３１日 製造１係長に任命 

自 平成１８年４月１日  
製造課長補佐に任命

 

至 平成２３年３月３１日 

自 平成２５年４月１日  製造課長に任命 

              現在に至る 

 

 

 

資 格 免 許  

 

なし 

 

 

賞 罰 

 

なし 

注 職歴の年月日は、 「自 年 月 日 のように記入する。 
至 年 月 日」

＊年齢は、記入年の12月31日現在で記入のこと。 

 

 


